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１.改定スケジュール

令和元年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

生き物調査

令和２年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

中間報告

時点修正(1回目)

生き物調査

審議会

時点修正(2回目)

審議会、県調整 審議会

パブコメ

有識者の総評



２.「緑の基本計画」改定のポイント

平成２０年度に「生物多様性基本法」が成立
され、「生物多様性国家戦略」の策定義務や、
地方公共団体の「生物多様性国家戦略」を基本
とした、「生物多様性の保全及び持続可能な利
用に関する基本的な計画」（生物多様性地域戦
略）の努力義務が規定され、政策の一つとして、
生物多様性を社会に浸透させることが掲げられ
ました。
「秦野市緑の基本計画」では、緑の保全・再

生・創造を目的としているため、生物多様性の
保全に深く関与していることから、今回の改定
において、「生物多様性地域戦略」を新たに位
置づけることとします。

(1) 生物多様性の追加



(2) 時点修正

平成１８年度時点での市内の公園や生産緑地、公共施設等の数値を、平成３０
年度時点の数値に更新。

３.「緑の基本計画」の構成について

第１章に、生物多様性の定義等を追加。
第４章を「生物多様性」の章として追加し、現在実施

している生き物調査の結果を報告。


